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近時の数値限定発明 

の判決分析 

弁理士 宮前 尚祐 

弁理士会研修資料 

判決分析から見えてくる 

数値限定発明の新規性・非容易性（進歩性）の判断 
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１（１）数値限定発明とは(特許されるには） 

弁理士会研修資料 

構造要件優先型 

数値限定以外の構成要件 

（構造要件）に差がある 

臨界性要求型 

課題・効果異質性 

要求型 

Yes No 

本当に 

これだけ？ 

構造要件により新規性・非
容易性が認められる場合 

数値はなくてもよい 稀有 

構造要件が相違 数値限定のみが相違 

１（１）数値限定発明とは 

弁理士会研修資料 

数値限定 

構造要件：数値限定以外（構造，部材，成分，工程，用途） 

本解説 「発明特定事項として、数値限定と構造要件とを 

                               有する発明」 

  数値項目：数値のモノサシ 

     「温度」や「長さ」，「含有率」 

  数値範囲：量的な規定内容 

審査基準 「発明を特定するための事項を、数値範囲により数
量的に表現した」発明 （審査基準 II-2 2.5(3)④） 

そこで 検討１ ・・・ 定義の確認 

範囲 

項目 

A 

B 
C 
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１（１）数値限定発明とは 

弁理士会研修資料 

「数値限定」と「構造要件」とに同等の発明特定事項として
の地位を： 

数値限定の技術的意義 

 「当該数値限定を採用した技術的理由・目的 

 、当該数値範囲における個別的な作用効果 」 

そこで 検討２ ・・・ 位置づけの確認 

認める 

認めない 単なる設計事項 

 （構造要件の従属物） 

設計変更 

 有利な効果 

１（２）審査基準の内容 （非容易性） 

弁理士会研修資料 

本願発明 引用発明 

相違点（一致点） 

動機付け 

・技術分野 

・課題（目的） 

・機能・作用 

・示唆 

主 

副 

選択発明 

・技術常識? 

・分野同一? 

阻害要因 

選択発明的テスト 

非選択発明的 

    テスト 

数値限定 

論理付け 

II-2 2.「進歩性」） 
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弁理士会研修資料 

＜補足資料＞ 

審査基準上の数値限定発明（選択発明的） 

公知発明と数値限定発明との 

相違が数値限定の有無のみ
のとき 

逆に、 

  構造要件に差があれば 

  射程外 

のみのとき、 

 すべて選択発明でよいか？ 

酸 

塩酸 

酢酸 

酸ｐH 

ｐH1-2 

ｐH４ 

酸－ｐHサイレント 

ｐH1-2 

選択発明？ 

内在同一？ 

数値項目 開示なし 

１（３） 数値限定発明の類型の区別 

弁理士会研修資料 

構造要件優先型(2-1) 

構造要件に差がある 

臨界性要求型(1-2) 

課題・効果異質性 

要求型(1-1) 

Y N 

類型 １ 類型 ２ 

非選択発明 

的テスト 

選択発明 

的テスト 

構造要件結合型(2-3) 

技術的意義評価型(2-2) 
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２．知財高裁 判決の検討 

弁理士会研修資料 

    選択発明的 非選択発明的 

事件 高裁 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 

事件の名称 番号 分野 種類 判決 異質 臨界 構造 意義 結合 

1 延伸成形容器 
H17（行ケ）
10112 化学・材料 異議 取消 ○ 

2 プローブカード 
H17（行ケ）
10503 電気・機械 無効 棄却 ○ × 

3 油圧クランプ 
H19（行ケ）
10315 電気・機械 無効 棄却 ○ 

4 タコグラフ記録紙 
H19（行ケ）
10106 化学・材料 無効 棄却 ○ 

5 ダイボンド 
H20（行ケ）
10196 化学・材料 無効 取消 ○ 

6 現像用トナー 
H17（行ケ）
10109 化学・材料 拒査 取消 ○ 

7 ソレノイド 
H19（行ケ）
10298 電気・機械 拒査 取消 ○ 

8 フィルム状接着剤 
H17（行ケ）
10091 化学・材料 異議 取消 ○ 

9 ゴムホース 
H20（行ケ）
10300 化学・材料 拒査 取消 ○ 

10 ステンレス箔 
H20(行ケ) 

10210 
化学・材料 無効 棄却 ○ 

11 ストレッチフィルム 
H17（行ケ）
10222 化学・材料 異議 取消 ○ 

新規性・非容易性を認めた事案 

重合体延伸成形容器事件 

弁理士会研修資料 

１－１異質性要求型 

[A] 環状ポリオレフィン系共重合体から 

形成された、耐衝撃性に優れた延伸成 

形容器 

[B]分子配向が容器内部では保持され 

[C]容器外表面は分子配向が緩和されて 

 所定の石油混合物で塗布試験したとき 

 のヘーズ値が20％以内 

外表面－分子配向 緩和 

延伸成形 

火炎通過 
・ポリ塩化ビニル代替 

・指紋付着 汚れ防止 

・耐衝撃性 維持 
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重合体延伸成形容器事件 

弁理士会研修資料 

１－１ 異質性要求型 

・課題は新規（争いナシ） 

判決：取消し－非容易性あり 

刊行物２：環状ポリオレフィン系共重合体ボトル 

刊行物４：ポリ塩化ビニル ボトル＋火炎処理 

      ⇒ 擦り傷による白化防止 

・分子配向が緩和された環状オレフィン系共重合体 
 からなる延伸成形容器 ⇒容易 としても， 

・指紋付着による白濁防止：課題が新規 
 特定のパラメータの最適化（構成要件） 
 動機付けナシ⇒非容易性あり 

非選択発明 

的テスト 

選択発明的テスト 

分子配向 

緩和 

？ 

プローブカード事件 

弁理士会研修資料 

１－２ 臨界性要求型 

半導体装置のテスト用プローブ針において、 

[ア]先端の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ 

[イ]表面粗さ ０．４μｍ以下 

曲率半径（μ m) 

コンタクト寿命の長期化 



2013/1/22 

7 

プローブカード事件 

弁理士会研修資料 

１－２ 臨界性要求型 

先端 曲率半径（μ m） 表面粗さ（μ ｍ） 

本件発明 球面状 （ア）10～20 （イ）0.4以下 

甲３号証 球面状 記載なし 記載なし 

甲４号証 球面状 15～25 記載なし 

甲５号証 球面状 30～200 最大0.6～0.9 

甲６号証 平坦 記載なし 小さいほうが良い 

・構成Ａ（ア＋イ）は甲３～６に記載されていない 

判決：棄却－非容易性あり 

・構成Ａを備えることによって，急激にコンタクト回数が増大 

・格別の作用効果を奏するから非容易 
選択発明的テスト 

明細書 

明細書 

技術的意義を評価 

プローブカード事件  H２０（行ケ）１０２６６ 

弁理士会研修資料 

２－２技術的意義評価型 

先端 曲率半径（μ m） 表面粗さ（μ ｍ） 

本件発明 球面状 （ア）10～20 （イ）0.4以下 

甲３号証 球面状 記載なし 記載なし 

甲４号証 球面状 15～25 記載なし 

甲５号証 球面状 30～200 最大0.6～0.9 

甲６号証 平坦 記載なし 小さいほうが良い 

管理基準 － － 0.002～0.008 

判決：棄却－非容易性なし 

非選択発明的テスト 

・プローブ針の分野において，コンタクト寿命の向上という同種の課題に 
 関するものであることを考慮すると，当業者にとって容易。 
・ 顕著な作用効果の点から，容易想到性の判断をすることは 
 できない。 

2次 

判決 

接触抵抗
をより低く

安定し使用 先使用権 
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現像用トナー事件 

弁理士会研修資料 

２－２技術的意義評価型 

本願発明 刊行物２ 

A 
加熱定着  

静電荷現像用トナー 
← 

B 
光沢度Gm（45°） 

20％以上 

光沢度(75°） 

20-30％ 

C 

140-170℃ 

変化率 max 

Gs：1.8%/℃以下 

155-190℃ 

Gs:0.8%/℃以下 

D 
局部山頂平均間隔

S0.3mm以上 
－ 

課
題 

高光沢度 

連続複写時の光沢
度差・色むら抑制 

低光沢度 

やすらぎ 

光沢度の安定化 

樹脂微粒子 着色剤 

加熱 

凝集 

加熱融着 

乳化重合 

凝集トナー 

現像用トナー事件 

弁理士会研修資料 

45° 

75° 
Gm(45) << Gm(75) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 20 40 60 80

光沢率Gm(％）

変
化

率
G

s（
％

）

実施例

比較例

良

刊行 

物２ 

本願発明 

本願発明 

  Gm（45） 20％以上 

刊行物２ 

  Gm（75） 20～30％ 

  ⇒ Gm（45）2~3％ 

難 

２－２技術的意義評価型 

入射光 
鏡面 

反射 
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現像用トナー事件 

弁理士会研修資料 

２－２技術的意義評価型 

○ 光沢度の変化を少なくすることが従来周知の技術課題で

あるとしても，定着画像の光沢度が高い場合においてかか
る課題を解決する手段が示されていないのであるから， 

○ 「入射角45度のGmが20％以上」であるトナーにおいて，
「変化率Gsの最大値が1.8％/℃以下」という要件を満たすよ

うにすることが当業者にとって容易であるとすることはできな
い。 

【要件Ｂ＋Ｃ】Ｇｍ(45)２０％以上で、か

つ変化率Ｇｓ：１．８％以下が容易といえ
るか？ 

容易とする 

根拠があるか 

判決：取消し－非容易性あり 
２つの数値を一体のも

のとしてみる 

非選択発明的 

ソレノイド事件 

弁理士会研修資料 

［Ａ］コイルを巻いたボビン、固定鉄心、
通電により吸引される可動鉄心… 

［Ｂ］両鉄心および中心孔が長円状 

［Ｅ］電磁弁用ソレノイド 

構造要件 

［Ｃ］ ｄ＝（0.4～0.8)Ｗ 

［Ｄ］ 1.3≦a/b≦3.0 

数値限定 

２－２技術的意義評価型 

固定鉄心 

コイル 

可動鉄心 

仮想円柱鉄心 

a 
b 

W 

W 

d 

固定 

鉄心 
可動 

鉄心 

コイル 

弁 復帰バネ 
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ソレノイド事件 

弁理士会研修資料 

２－２技術的意義評価型 

［Ｃ］ ｄ＝（0.4～0.8)Ｗ 

［Ｄ］ 1.3≦a/b≦3.0 

吸引力を極大化 

投下コストの低減と吸引力向上 

吸引力 

ｄ/W 

投下 

コスト 

a/b 

a 
b 

W 

W 

d 

数値限定 

[C] 

[D] 

ソレノイド事件 

弁理士会研修資料 

２－２技術的意義評価型 

甲１号証 

デッドスペースが少なくなる 

甲２号証 

同じ吸引力＝ 

 鉄心／コイル断面－維持 

・鉄心断面を長円状にしたほうが吸引
力が大きくなる点に注目  
・その観点から数値限定（式）を求めた
もの ⇒引用例には記載も示唆もない 
・単に長円にしたものではない 

・数値限定［Ｃ］［Ｄ］に 
       それなりの技術的意義アリ 

判決：取消し－非容易性あり 

単に臨界的意義を見出 

すことができないとのみ 

することは妥当ではない 
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ゴムホース事件 

弁理士会研修資料 

２－３構造要件結合型 

［本願発明］ 
［A］内管＋外管＋補強層 ホース 
［B］補強層の繊維コード 
 特定の脂肪族ポリケトン繊維 
［C]繊維強度が１０ｇ／ｄ以上 
［D］撚り係数150～800 
［E］内管100℃ M［50] が3.0ＭＰａ以上 

要件 本件 甲１ 甲２ 甲４，５ 

A ホース ホース － ホース 

B 
脂肪族 

ポリケトン繊維 

芳香族系 

繊維 

脂肪族 

ポリケトン繊維 
ポリエステル 

E 
100℃ 

M50 3.0MPa以上 
－ － 

135℃ 

M50 2.0-4.0MＰa 

補正加入 
内管 

補強層 

中間層 外管 

ゴムホース事件 

弁理士会研修資料 

２－３構造要件結合型 

甲4,甲5  

・繊維棚落ちの抑制 

・中間層４の省略 

・加硫時の内層2の 

 流れ抑制 

⇒ 内管２の135℃ 

モジュラスM50 UP 

判決：取消し－非容易性あり 

本願発明 

・補強層繊維（脂肪族ポリケトン）－Tｇ低い 
 ＊軽量＋高強度 

 ＊100℃強で不具合（圧縮特性/クリープ性） 

=> 内管のモジュラスM50 を3.0MPa以上 

・耐久性，耐圧性向上という課題を達成するために
内管の100℃ M50を3.0ＭＰａ以上と設定することは，
脂肪族ポリケトン繊維をホースの繊維補強層に採
用する場合に初めて必要となること 

・本願発明の課題は，本願の出願当時，当業者に
広く知られていたとは認められない。 
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ステンレス箔事件 

弁理士会研修資料 

２－３構造要件結合型 

外筒 

平板 波板 

ろう付け 

Ａ．ろう付け構造を有する 

 自動車の排ガス触媒担体用 

Ｂ．耐熱性ステンレス鋼製の 

 金属箔において ≒ フェライト鋼 
Ｃ．表面粗度Rmaxが0.7～2.0μｍ 

●セラミクス⇒ステンレス製 

 ・排気抵抗の低減 

 ・耐衝撃性の改善 

●ろう付け性の向上 
C 

ステンレス箔事件 

弁理士会研修資料 

２－３構造要件結合型 

甲１２号証（学術論文） 

・オーステナイト鋼のRmax 

・ステンレス箔の 

 自動車触媒用途（甲１３） 

 

・（甲１３と）甲１２と併せて検討しても， 

 「表面粗度」 （数値限定）と 

 「ろう付け構造」（用途限定）との関係 

 については，何らかの示唆もされていない。 

・本件発明１における数値範囲の限定には，それまでセラミックス担体触媒 

 の独壇場であったという自動車触媒の市場において，これに代わり得るも 

 のとして期待され（甲１３），・・・単なる数値範囲の最適化又は好適化を超 

 えた重要な意義を有する。甲１２及び１３に技術常識を参酌しても，・・・ 

 本件発明を容易に発明することができたとはいえない。 

判決：棄却－非容易性あり 
0.7 

2.0 
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３．明細書の作成に当たって（実務ツールとして） 

弁理士会研修資料 

構造要件優先型(2-1) 

構造要件に差がある 

Y 

構造要件結合型(2-3) 

技術的意義評価型(2-2) 

下位概念となる 

数値範囲が開示されている 

数値項目が開示されている N 

Y 

Y 

N 

N 

新規性ナシ 

臨界性要求型(1-2) 

課題・効果異質性 

要求型(1-1) 

C 

B 

A 

範囲 

A 

B 
C 

項目 

B,C 

３．明細書の作成に当たって（留意点） 

弁理士会研修資料 

１．公知発明との対比分析 

  ・構造要件・数値項目・数値範囲  

  ・公知文献の開示が一般記載か実施例か 

   （H19（行ケ）10373：シリコーンゴム事件） 

 

 

２．技術的意義の説明 

  ・数値限定の採用理由、作用効果との関係 

  ・見せ方の工夫（説明内容、説明図、グラフ、表、具体例） 

  （不奏効の抗弁、米国出願） 

 

本発明 
引用発明 

実施例 
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３．明細書の作成に当たって（留意点） 

弁理士会研修資料 

３．複数の数値限定の一体性 

  ・複数の数値限定の相互関係 
 

４．課題・効果の「臨界性」 

      よりは「異質性」 

   さらには、 

     数値限定のもつ「技術的意義」 

     「数値限定」と 「構造要件」との結合一体性 

パテント 2009 Vol. 62 No. 6 
 「数値限定発明の新規性・非容易性を認めた知財高裁判決を読む」  

＜補足資料＞ 
• 朝日奈宗太「数値限定発明の特許性（明細書を書く立場から）」 特許管理 32巻 3号（1982） 307-316頁 

• 朝日奈宗太「続・数値限定発明の侵害の成否」特許管理 36巻 4号（1986） 445-452頁 

• 朝日奈宗太「数値限定発明の侵害の成否」 特許管理 33巻 9号 （1986)1175-1186頁 

• 朝日奈宗太｢続･数値限定発明の特許性｣特許管理38巻12 号（1988）1617-1625 頁 

• 細田芳徳「数値限定発明における数値範囲選定理由の記載について」 パテント 48巻 5号 （1995） 11-22頁 

• 細田芳徳｢数値限定発明の進歩性｣知財管理46 巻7 号（1996）1097-1107 頁 
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